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計 画 名
　年度～　

（５）個別計画の概要

（４）総合計画･実施計画における概要   

身体障害者施設入所措置費

身体障害者福祉法

年度

１２２人(平成１4年4月1日)

0

平成13年度（評価対象年度）平成12年度

3,017
722H

実   績 目   標

118,018 127,485 144,426 165,680

〔様式　１〕

042（769)8355

事 務 事 業 評 価 表

平成１４年度

特　定　財　源

決算（予算）額

合　　計

人員・時間数
人　件　費

その他経費

事
　
業
　
費

指　標　① 1008383

５ 目標と実績

指標設定
の意図

目   標
平成11年度

２ 実施根拠及び関連法令等

（２）対象（誰、何）
３ 事業概要
（１）事業の目的

基本施策名
施  策  名

第
第

入所者数（平成１4年4月1日現在）
・肢体更生施設 　　9名　33,255,182円
（七沢第一更生ホーム　他2施設）
・視覚更生施設　　 3名　3,661,720円
（七沢ライトホーム　他1施設）
・内部更生施設　　 4名　5,552,003円
（神奈川後保護施設　他1施設）
・療 護 施 設　　 44名　176,824,013円
（さがみ緑風園　他6施設）
・授 産 施 設　　 32名　45,640,492円
（貴峯荘　他9施設）

身体障害者福祉法に基づき、施設に入所措置を行い、身体障害者の更生に必要な更生
訓練等を実施

利用を希望する身体障害
者のうち更生相談所で認
められた者

対象
数

（３）平成13年度事業の内容

計画年次 年度

「相模原市障害者福祉計画」の中で、「障害福祉施設
の充実」と位置付けられている。

なし

指標式

措置状況

指標名

措置者数/措置利用希望者数×100

3,017

264,934

2,817

221,283 235,578

722H 674H

0

224,300 238,395 267,951

0 0

313,873

3,720

313,267

3,720

166,936

0

317,593316,987

890H 890H

事業開始年度
１ 総合計画における位置づけ

11310

政  策  名

事務事業名 事業コード

安心して生活できる福祉社会をつくります

指　標　②
指　標　③

実   績

４　評価指標

10082
実   績

〔金額単位：千円〕

平成14年度

措置利用希望者の措置状況を把
握するため

障害者の自立支援と社会参加
自立した生活を実現するための環境づくり

担当部課名

主要事業計画対象の有無

障害福祉 課

～63

保健福祉部



83.0%
2

83.0  ③ e
100.0  f

1

1

1

2

1

あ　る

な　い

あ　る

な　い

1

説明：

説明：

Ｃ：満足できない

事業の性質上、有効である。

身体障害者施設への入所措置は、必
要に応じて行われるため。

成果向上の余地

理由：
措置されていない待機者がいるため。

Ａ：達成している　　　(α≧100%)

Ｂ：一部達成していない(100%>α≧80%)

Ｃ：達成していない   （80%>α)

   α＝①、②、③の平均値  ＝

×100=

評 価

（３）経済性・効率性･･･費用対効果は妥当か

Ｃ：適応していない

Ｃ：代替の可能性高い

（５）市民満足度・・・対象市民の満足は得られているか

国･市からの措置費は一定の基準に基づき決定されており、他に利用者本人及
びその扶養義務者の負担能力に応じて、入所のための費用を徴収している。

理由：

理由：

理由：

理由：

評 価 Ａ：適応している
Ｂ：一部適応していない

評 価

Ｃ：妥当でない

Ａ：妥当である
Ｂ：一部妥当でない

Ａ：満足できる

Ａ：有効である

Ｂ：一部満足できない

理由：
Ｂ：一部有効である

Ｃ：有効でない

  

評 価

今後の進め方

継　    続

★ ★ ★ ★ ★

７ 総合評価

他自治
体の類
似事業
との比
較

身体障害者福祉法で定められた基準に基づき事業を実施しているため、他自治
体と大きな差異はない。

評 価

（６）有効性･･･当該事業は上位の施策を実現する上で有効か

各施設の定員は限られており、必ずしも希望者全員を措置できるわけではない。評 価

Ａ：代替の可能性ない

Ｂ：代替の可能性低い

 

６　個別評価

（２）必要性･･･時代変化に適応した事業内容か

（１）達成度･･･目標をどれだけ達成したか

評 価

①  a
b

 83.0%
 

 
②  c

 d

6

事業の性質上、身体障害者福祉法に基づく入所措置事業なので市で実施するこ
とが適当である。

×100= ×100=

（４）事業の代替性・・・県、民間との役割分担のあり方から見て、市が実施していくことが適当か

経済的・心身の状況及び環境などの理由で、在宅介護を行えない家庭または継
続して在宅介護を行うことが難しい家庭にとって、継続して必要とされる事業であ
る。

コスト改善余地

廃     止

完     了

８二次評価における変更点

説明

平成15年度より措置制度から支援費制度に移行されるため、制度の変更が必要
とされている。

措置費の金額は国で定められている。

見　直　し

≪評価バランスチャート≫ 達成度

必要性

経済性・効率性

事業の代替性

市民満足度

有効性

A

B

C

A

B

C

AAA

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ


